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１ 会議名   令和５年 第７回教育委員会会議 会議書 

２ 開催日時    令和５年６月 23 日（金）午後２時 30 分～午後３時８分 

３ 開催場所  本庁２階 特別会議室 

４ 出席委員  教育長 守山 敏晴   

委 員 廣田 登志子、村尾 利勝、竹田 千恵、渡邉 博明 

５ 欠席委員  なし 

６ 会議出席者 

   教育次長   ： 丸川 浩 

教育政策課長 ： 村重 武志   

教育政策課 英語教育推進室長  ： 村中 俊一郎 

学校教育課長 ： 重本 浩志  学校教育課主幹 ： 田村 幸恵  

青少年課長 教育センター所長兼務 ： 倉本 敦 

生涯学習課長 中央公民館長兼務  ： 岡田 司 

中央図書館長 ： 山本 圭子   周東支所長    ： 加藤 勝巳 

錦支所長   ： 岩脇 孝史   美和支所長    ： 佐伯 重樹 

７ 会議従事職員   教育政策課 ： 大黒屋 誠、村上 葵 

８ 会議録署名委員  村尾 利勝 、 竹田 千恵  

９ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第８号  所管事項について 

会議の大要 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央公民館長 

 

 

 

 

 

 

教育長 

村尾委員 

 

・ただいまから令和５年第７回岩国市教育委員会会議を開会します。 

・はじめに、日程第１会議録署名委員の指名を行います。本日の会議録署

名委員は、村尾委員と竹田委員にお願いします。 

・本日の議題は、日程第２「報告第８号 所管事項について」以上でござ

います。 

・それでは、日程第２「報告第８号 所管事項について」を議題といたし

ます。これにつきましては、協議会形式で進めたいと思います。各担当

部署から先に配布しております行事予定表について、補足又は所管事項

に関する懸案等があれば説明をお願いします。 

・中央公民館の７月の行事予定のうち、１件御紹介をさせていただきます。

お手元のチラシのとおり、毎年開催しております「童謡や唱歌をうたっ

て 心とからだを元気に！」を、７月 30 日午後１時 30 分から市民文化

会館大ホールにおいて開催いたします。今回は、４年ぶりに制限なしの

開催となっております。廣田先生御指導の下、思いきり歌って楽しんで

いただけるものと思っております。ぜひ、多くの皆様のお越しをお待ち

しております。 

・全体を通して、御意見・御質問がありましたらお願いします。 

・生涯学習課にお尋ねします。５月 21 日に開催された「岩国市子ども会
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生涯学習課長 

 

村尾委員 

 

 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

村尾委員 

 

 

 

 

 

生涯学習課長 

 

 

 

 

 

青少年課長 

 

 

 

 

連合会総会」についてですが、近年、子ども会の会員離れがかなり進ん

でいるということで、地域の子供たちのよりどころとして、子ども会の

役割が薄れてきていると思います。10～20 年前の子ども会の組織体制で

は成り立っていかないということで、各小学校の地区でも子ども会を再

編する動きが出てきていると思いますが、どこの小学校でも組織の見直

しは進んでいますか。 

・見直しを進めているかどうかについて、細かくは把握していませんが、

今年度、岩国市子ども会連合会から脱退された地区が１件ありました。 

・市の子ども会連合会から抜けるということですか。そのように歯止めが

利きません。10 年前は子ども会に加入しない方が少なく、ほとんどの児

童が所属の子ども会に入り、地区の子ども会が世話をし、球技大会や夏

休みの活動、秋の行事などを通して横のつながりができていました。山

口県も多いときには 50 万人近い会員がいましたが、今は 10 数万人しか

いないという危機的な状況にあります。川下地区では、存続するために

各地区で抱き合わせを行いながら、大きな自治会ごとに子ども会の見直

しを行っています。存続に向けて行政が介入するのは難しいですか。 

・あくまでも任意団体なので、その辺りはなかなか難しいところです。岩

国市子ども会連合会には市から補助金は出していますが、ここ２～３年

はコロナ禍の影響もあり、ほとんど活動されていません。補助金は事業

に対して出しているので、事業ができなければ年度末に返還してもらっ

ている状況です。会長も苦労されており、今年度は事業を復活させたい

という話は聞いています。 

・地域社会の中で子ども会活動は、いろいろな活動を通して、子供たちの

心が豊かになったり、縦割りの段階を踏めるので、近所の子供の縦割り

を大切にする良い組織だと思います。脱退するのではなく、改編するな

どして、子供たちのよりどころである子ども会が存続するような形をぜ

ひ作っていただきたいと思います。そのようなサポートも子ども会連合

会を通して手厚く指導していただきたいです。 

・会長からも相談を受けているので、連携していきたいと思っています。 

・もう１点、青少年課にお尋ねします。不登校児童生徒が増えており、全

国的にも昨年度が一番多いです。今年度も段階的に減らしていかないと

いけませんが、子供の数が減っている中、不登校の子が増えるのはよく

ないと思います。不登校をなくす抜本的な手段として一番効果的なこと

は何ですか。 

・不登校の要因は多岐にわたっています。学校や教員との関係性が悪いだ

けなら改善策も見つかりますが、様々な要因が複合的に重なっており、

中には家庭の事情もあります。各学校では、未然防止に取り組んでいこ

うということで、まずは分かりやすい授業を行う。授業が分からないの

で学校に行きたくない、おもしろくないから行かないということをなく
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村尾委員 

 

 

 

 

 

 

青少年課長 

 

 

 

村尾委員 

 

青少年課長 

村尾委員 

 

 

 

 

青少年課長 

 

村尾委員 

 

 

 

青少年課長 

廣田委員 

 

 

 

 

す取組を行っています。次に、初期対応がとても大事だと思っています。

そのために、昨年度から、心の支援員の各学校への配置時間などを増や

しています。また、昨年度は、学校の別室対応が主でしたが、積極的に

アウトリーチで家庭に入っていただいて保護者と話をし、子供の学習を

見たり、子供との教育相談など、学校とつなぐことを重視して何とか対

応していますが、なかなか成果が出ていないのが現状です。各学校とも、

不登校問題に一番危機感を持って対応しておりますし、青少年課として

もその認識を持っております。 

・岩国市は小中連携を県下でも早々に取り入れ、学習面や不登校について

もそれなりの効果が出ていると思います。中 1 ギャップは不登校に一番

影響すると言われているので、中 1 ギャップをなくす目的で小中連携は

効果的であると思います。東小・中学校については、小学校１年生から

９年生まであり、行事も共有しているため、スムーズに中学校へ移行で

きており、中１ギャップは解消できていると思いますが、東中学校の不

登校生徒は多いですか。 

・東中学校も不登校生徒は多かったので、県と連携して教員を常駐させる

ステップアップルームを開設しています。先日、訪問に行きましたが、

学習環境も整っており機能していました。同じく川下中学校にも開設し

て対応しています。 

・そうではなく、東小・中学校は一番小中連携が進んでいるので、中 1 ギ

ャップが解消されていると思いますが、不登校生徒は減ったのですか。 

・東中学校の 1 年生には、現在不登校者はおりません。 

・小中連携が機能すれば、中１ギャップの解消にもなるし、子供たちも安

心です。そのことを教員が共通理解を持って情報交換をすれば、中学校

の先生が小学校で授業をするなどして土台を整えているので、ますます

中１ギャップによる不登校生徒は減ってくると思いますが、いかがです

か。 

・東小・中学校の好事例で済ませることなく、各小・中学校も連携ができ

ているので、不登校対策にしっかりと取り組んでいこうと思います。 

・それでも不登校児童生徒が減らなければ、他に要因があります。個々に

応じたケアやアウトリーチ、支援教室などのサポートを中心に、全体的

に減らしていくようお願いします。そのためには、先生方の意識改革も

必要であると思います。 

・分かりました。 

・６月 11 日に、シンフォニア岩国で「山口県吹奏楽演奏会岩国地区大会」

が開催されました。中学、高校の吹奏楽部に加えて、一般の吹奏楽団体

が合わせて 23 団体出ておりまして、コロナ禍による制限が解除されて

会場もにぎわい、関係者一同大変喜んでおり、この状況が続くよう祈り

ながら参加いたしました。新体制となって２か月しか経っておらず、技
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廣田委員 

 

 

 

量を競うのではなく、一堂に会して他の学校、団体の演奏を聴くという

ものでした。小中一貫の話がありましたが、音楽を通して縦のつながり

ができており、なかなか意義のある催しだと感じました。 

・もう１点、生成ＡＩについて、昨日、文部科学省が生成ＡＩをどのよう

に利用するのか細かくルールを作るとのニュースがありました。例え

ば、小・中学生向けに文章を推考する、あるいは他の人と比べるという

段階においてはＡＩを活用し、最終的に自分の作品としてまとめるとき

には、ＡＩは参考にしてオリジナルのものを使うということで、細かい

要領を作っているようです。いずれ県を通して、市に通知が来ると思い

ます。７月 21 日から夏季休業とのことで、各団体から作品募集が山の

ように来ると思います。その中で、読書感想文や俳句はＡＩで作りやす

いので、使う使わないは別として、パソコンやインターネットも含めて

情報モラルの指導は大事だと思っています。俳句などはオリジナルでも

似たようなものになる可能性が高いです。著作権の問題もあります。音

楽の分野ではとても厳しく、楽譜のコピーでも著作権の侵害になるとい

うことが、一つの切り口になると思います。作品を素早く作ること以外

に、いろいろな分野から生成ＡＩに対する情報モラルの指導を今しない

と、作品がせっかく良い賞をもらっても、という事態になりかねないの

で懸念しております。何か手立てはありますか。 

・ＩＣＴ関係については、昨年度からいろいろな課題と細かい事案が出て

おります。ＩＣＴ教育推進室の方で体系的なもの――こういったタイミ

ングでこういった力を付けてほしいというのを発達段階ごとに一覧表

にして、国が作成したものを岩国市バージョンに作り替えて更新してき

ました。令和５年度版も、今月各学校に配布しております。生成ＡＩに

ついては、国が７月にルールを作るそうですが、夏季休業に間に合うか

どうかは分かりませんが、子供たち自身が、力を付けるために何が必要

かということを自覚することが大切であり、教職員にもきちんと押さえ

ておく必要があるので、６月 30 日の校長・園長会議で情報を出せれば

と思っています。正しい活用の仕方、批判的思考力とは何を指すのか、

具体的なものが見えたら早急にお渡ししたいと思います。作品の募集に

ついては、従前から人権の作品募集や標語などで同じようなことが起き

ており、教員サイドも情報を知っていなければなりません。学齢期の子

達が使えないアプリもありますが、規制のかかっていない生成ＡＩアプ

リもあります。ＩＣＴ教育推進室と連携して情報を学校に出していきた

いです。 

・せっかく良い作品を作って賞をとっても、ＡＩが作ったとなればマイナ

スなイメージとなるので、事前指導は今まで以上に必要だと思います。

ぜひ、夏季休業前に現場に下ろしていただきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 
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竹田委員 
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・分かりました。保護者啓発も大切だと考えています。 

・防災教育についてお伺いします。実際に子供を中学校に通わせていた頃、

引き渡し訓練くらいしかなかったように思います。その他具体的な取組

はありますか。 

・各小・中学校に防災士が置かれ、県のいろいろなプログラムが提供され、

活用されています。警察や消防とも連携していて、中学生はテスト週間

を利用して避難訓練を計画したり、小学校でも、同じく避難訓練が計画

されています。コロナ禍で全体が集まる動きが止まったことがありまし

たが、少しずつ動き始め、年間の中でタイミングを合わせて計画的に行

っています。また、小学校中学年で市の防災センターを見学している学

校が大変多くあります。理科や社会、総合的な学習の中で、ＳＤＧｓな

ど環境の問題や防災の問題を絡めて各校でカリキュラムの中に取り込

んで、座学も含めてよく研修していると実感しています。 

・地震や災害級の大雨など命に関わることなので、対応を含めてしっかり

教育していただきたいと思います。 

・分かりました。 

・地域協育ネットについてですが、コロナ禍ということもあり、４年近く

活動が難しかったと思います。毎年、小学校と中学校の学校運営協議会

に参加しており、学校から、学校評価アンケートを見せてもらっていま

す。児童生徒のアンケート結果に加え、先生方、地域、保護者も入って

います。地域の方は、学校に協力しながら開かれた学校づくりに以前よ

りかなり協力的になっていますが、保護者のアンケート結果が先生方や

地域と比べて下がっていることが気になります。地域協育ネットは県か

ら推奨されており、今回の結果も、各学校の特色が現れて県に上がって

いくと思いますが、取りまとめた後、県から改善点やアドバイスは来て

いますか。例えば、保護者の意識が地域や学校に比べて低い場合、どの

ように保護者を巻き込んで取り組んでいけばいいのかとか、具体的な指

導があると、先生方やＰＴＡ、地域の意識が高まると思います。今はコ

ーディネーター頼みになっていると思うので、行政からのサポートやア

ドバイスで地域協育ネットにお力添えをいただきたいと思います。継続

しないと難しいと思うので、コロナ禍でできなかった分、これから一つ

になって取り組まなければいけないと思います。そうしていただけると

子供の自己肯定感も高まり、不登校児が一人でも減るかもしれないと思

います。県からそういう指導はありますか。 

・先日、指導主事の研修会が山口大学で開催され、研修のテーマがまさに

それに近いものでした。具体的には、学校運営協議会や地域協育ネット

協議会の中に担当の指導主事がいるので、その場に担当指導主事をぜひ

呼んでいただこうと。協議会をただの報告会にするのではなく、学校評

価のアンケートから見える課題について協議をしていただき、その中で
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教育政策課長 

 

 

教育長 

 

活動が周知されているか、成果が出ているかなどについて指導主事が助

言していくようにするという内容の研修でした。指導主事に実践を積ま

せるためにもぜひ呼んでいただいて、各学校の協議会を活性化させてい

ただきたいと思っています。課題として感じていることは、学校評価ア

ンケートとコミュニティ・スクールの部会や地域連携カリキュラムがう

まく連動していない部分があるので、そこを指導主事が話していければ

と思っています。少しずつ進めていきます。 

・別にないようでしたら、以上で報告第８号を終わります。 

・本日の議題は以上でございます。それでは、次回の教育委員会会議の日

程について、事務局からお願いします。 

・次回定例会は、令和５年７月 27 日木曜日、本庁２階特別会議室にて午

後２時から所属長会議を、午後２時 30 分から教育委員会会議を開催い

たします。 

・これをもちまして、令和５年第７回岩国市教育委員会会議を終了いたし

ます。 
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岩国市教育委員会会議規則第 16 条の規定により署名する。 
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教育委員 竹田 千恵  

 


